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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
我
が
国
の
特
命
全
権
大
使
に
対
す
る
各
種
手
当
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
特
命
全
権
大
使
に
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
末
手
当
及
び
在
勤
手

当
が
支
給
さ
れ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
は
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
特
命
全
権
大
使
を
含
む
在
外
公
館
の
職
員
が
行
う
公
に
し
な
い
こ
と
を

前
提
と
す
る
外
交
活
動
に
お
い
て
、
情
報
収
集
及
び
外
交
関
係
を
有
利
に
展
開
す
る
た
め
の
活
動
に
支
出
さ
れ
て
お
り
、
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
報
償
費
の
各
在
外
公
館
ご
と
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
れ
ば
、
そ
の

当
時
の
国
際
情
勢
等
に
関
す
る
情
報
と
の
照
合
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
別
具
体
的
な
使
途
が
推
定
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。


